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理

由

信
頼
と
活
力
の
あ
る
金
融
・
資
本
市
場
を
構
築
す
る
た
め
、
信
用
格
付
業
者
に
対
す
る
公
的
規
制
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、

金
融
関
係
の
業
務
に
係
る
紛
争
の
解
決
を
推
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
金
融
商
品
取
引
所
に
よ
る
商
品
市
場
の
開

設
を
可
能
と
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


